
坪
内
逍
遥
『
内
地
雑
居
未
来
之
夢
』

お
よ
そ
一
三

0
年
前
、
長
き
に
わ
た
る
鎖
国
体
制
を
終
え
、
ま
さ
に
国

を
「
開
」
＜
と
こ
ろ
か
ら
近
代
日
本
は
始
ま
っ
た
。
「
西
洋
」
の
流
入
と
と

も
に
、
近
代
国
民
国
家
に
基
礎
を
お
く
「
人
種
」
と
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」

概
念
も
ま
た
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
人
々
の
帰
属
意
識
は
、
こ
の
と
き
か

ら
決
定
的
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〈
か
れ
ら
〉
（
外

国
人
）
が
目
に
見
え
る
形
で
現
れ
て
来
た
こ
と
で
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
（
日
本

人
）
の
規
定
が
あ
ら
た
に
必
要
に
な
っ
て
き
た
。

現
在
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
概
念
の
問
い
直
し
が
各
分
野
で
活
発
化
し
て
き

て
い
る
。
し
か
し
、
近
代
「
日
本
人
」
の
セ
ル
フ
・
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
を

検
討
す
る
際
に
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
、
外
国
人
問
題
の
端
緒
と
も
言
う
べ

き
「
内
地
雑
居
論
争
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
よ
う
や
く
盛
ん
に
な
り
始

め
た
ば
か
り
で
あ
る
（
注
1
)
。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
、
身
体
を
持
っ
た
他
者
、
つ
ま
り
外
国
人
と
共
に
暮
ら
す
—
|
＇
「
内

地
」
（
国
内
に
）
「
雑
居
」
（
混
ざ
り
合
っ
て
生
活
す
る
）
I

そ
の
是
非
を

問
う
こ
と
は
、
近
代
国
民
国
家
と
し
て
の
日
本
の
成
立
に
と
っ
て
、
避
け

て
は
通
れ
な
い
道
だ
っ
た
。
当
時
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
で
こ
の
問
題
が
活

発
に
論
議
さ
れ
た
の
も
当
然
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
一
八
八
六
年
（
明
治
十

九
年
）
五
月
に
、
毎
日
新
聞
社
は
「
内
地
雑
居
」
に
つ
い
て
の
懸
賞
論
文

〈
政
治
〉

と

〈
文
学
〉

を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
全
国
か
ら
―
二
七
に
の
ぽ
る
原
稿
が
寄
せ
ら
れ
た

（
雑
居
賛
成
は
一
―
二
篇
、
反
対
は
一
五
篇
）
。
そ
の
中
の
優
れ
た
も
の
数

編
を
本
に
し
て
ま
と
め
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
に
再
版
を
重
ね
た
と
い
う
（
注
2
)
0

明
治
の
言
論
界
に
お
い
て
約
三
十
年
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ

の
論
争
は
、
生
成
期
に
あ
っ
た
近
代
日
本
文
学
に
も
航
跡
を
標
し
て
い
る

が
、
そ
の
意
味
が
問
わ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
柄
谷
行
人

の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
近
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
形
成
に
、
〈
文
学
〉

は
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
（
注
3
)
。
い
わ
ゆ
る
「
政
治
小
説
」
は
〈
政

治
〉
と
〈
文
学
〉
の
統
合
を
図
っ
た
と
い
う
点
で
今
な
お
考
察
す
べ
き
問

題
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
の
自
由
民
権
と
い
う
〈
政
治
〉
理
念
を
そ
の
ま

ま
伝
達
し
う
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
透
明
な
器
と
し
て
の
〈
文
学
〉
と
い
う

概
念
は
、
坪
内
逍
遥
の
『
小
説
神
髄
』
(
-
八
八
五

S
一
八
八
六
年
）
の
、

〈
文
学
〉
の
自
律
性
を
宣
言
す
る
理
論
書
に
よ
っ
て
無
効
と
な
っ
た
。
以

降
日
本
の
近
代
文
学
の
主
流
は
〈
政
治
〉
と
〈
文
学
〉
と
の
ひ
た
す
ら
な

乖
離
に
向
か
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
逍
遥
自
身
が
、
「
政
治
小
説
」
と
も

呼
べ
る
実
作
を
い
く
つ
か
残
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
今
回
取
り

あ
げ
る
『
内
地
雑
居
未
来
之
夢
』
も
、
柳
田
泉
に
よ
れ
ば
「
準
政
治
小
説
」

と
見
な
せ
る
も
の
で
あ
る
（
注
4
)

。
ま
た
こ
の
作
品
は
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ

の
中
の

の
間
で

斉

「
外
国
人
」
像
ー
'
|

藤

愛
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等
の
翻
訳
か
ら
影
響
を
受
け
て
始
ま
っ
た
一
ジ
ャ
ン
ル
「
未
来
記
小
説
」

に
く
く
る
こ
と
も
で
き
る
。
文
体
や
形
式
の
面
で
も
、
様
々
な
試
み
が
な

さ
れ
た
が
、
結
局
逍
遥
は
当
初
の
予
定
の
半
分
ほ
ど
で
筆
を
置
く
。
以
下
、

外
国
人
の
表
象
を
軸
と
し
て
同
時
代
の
言
説
状
況
と
テ
ク
ス
ト
と
の
連
動

の
様
相
を
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
こ
の
中
断
の
意
味
を
探
っ
て
み
た
い
。

「
内
地
雑
居
」
論

坪
内
逍
遥
作
『
内
地
雑
居
未
来
之
夢
』
は
、
一
八
八
六
年
（
明
治
十
九

年
）
四
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
、
晩
青
堂
が
出
版
、
半
紙
版
、
和
紙
十
丁

前
後
の
小
冊
子
十
冊
で
あ
る
（
注
5
)
。
そ
の
後
冊
子
体
に
ま
と
め
ら
れ
て
何
度

か
版
を
重
ね
て
い
る
。
出
版
当
初
全
二
十
冊
の
予
定
だ
っ
た
が
、
中
断
し

た
。
当
時
数
多
く
出
版
さ
れ
た
「
内
地
雑
居
も
の
」
（
注
6
)

の
中
で
も
、
最
も

有
名
な
も
の
で
あ
る
。

一
八
八
六
年
と
い
え
ば
、
前
年
に
刊
行
し
は
じ
め
た
理
論
書
『
小
説
神

髄
』
の
実
作
例
と
し
て
、
逍
遥
自
身
が
立
て
続
け
に
小
説
を
発
表
し
て
い

た
時
期
で
あ
る
（
注
7/
）
。
執
筆
の
動
機
は
、
「
そ
の
頃
、
内
地
雑
居
と
い
う
こ

と
が
世
論
の
題
目
だ
っ
た
の
で
、
友
人
に
勧
め
ら
れ
て
慢
然
と
筆
を
執
っ

た
だ
け
の
も
の
で
、
た
い
し
た
抱
負
も
何
も
無
か
っ
た
」
（
注
8
)

と
い
う
こ
と

だ
が
、
柳
田
泉
は
「
事
実
は
、
そ
う
慢
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
相
当

調
べ
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
内
容
の
証
す
る
如
く
で
あ
る
」
（
注
9
)

と
言
う
。
確
か
に
、
「
内
地
雑
居
論
争
」
の
大
勢
と
主
要
な
論
点
が
的
確
に

押
さ
え
ら
れ
て
お
り
、
プ
ロ
ッ
ト
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が
な

4ヽ

0

、
>

煩
瑣
に
な
る
が
そ
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ひ

し

の

し

き

ょ

う

主
人
公
は
三
人
で
、
小
説
家
の
菱
野
詞
狂
と
、
洋
行
帰
り
の
代
言
人
で

た

ど

こ

ろ

か

な

え

あ

つ

み

き

ょ

う

す

け

政
治
家
志
望
の
田
所
鼎
、
実
業
家
に
な
る
渥
美
恭
輔
で
あ
る
。
菱
野
と
田

所
は
上
野
行
き
の
汽
車
に
偶
然
乗
り
合
わ
せ
、
七
年
ぶ
り
の
再
会
を
果
た

す
。
彼
ら
は
か
つ
て
の
同
級
生
だ
が
、
話
題
は
共
通
の
友
人
渥
美
恭
輔
の

身
の
上
に
及
ぶ
。
渥
美
は
愛
知
県
半
田
の
酒
造
家
の
跡
取
り
だ
っ
た
が
、

家
庭
内
の
事
情
で
い
っ
た
ん
学
業
を
中
絶
し
て
家
業
に
従
事
し
た
も
の
の
、

父
と
意
見
が
合
わ
ず
家
を
出
て
、
田
所
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
留
学

に
同
行
を
願
い
出
た
が
断
わ
ら
れ
消
息
を
絶
つ
。
と
こ
ろ
が
、
二
人
が
上

野
に
下
車
し
た
後
、
偶
然
入
っ
た
コ
ー
ヒ
ー
店
の
女
主
人
が
渥
美
に
ゆ
か

い
な
づ
み

り
の
あ
る
稲
積
み
や
と
い
う
女
性
で
、
渥
美
の
そ
の
後
が
判
明
す
る
。
渥

美
は
田
所
に
断
わ
ら
れ
た
後
、
大
阪
堂
島
の
米
商
稲
積
庄
次
郎
の
跡
取
り

息
子
で
あ
る
玄
次
郎
が
フ
ラ
ン
ス
ヘ
渡
る
の
を
頼
り
に
同
じ
船
に
密
航
す

る
。
様
々
な
苦
労
の
末
、
渥
美
は
フ
ラ
ン
ス
人
商
人
シ
ュ
ラ
ー
の
信
用
を

得
て
、
日
本
に
設
立
し
た
生
糸
製
造
所
の
一
番
番
頭
と
な
っ
て
、
今
は
高

崎
の
製
造
所
を
ま
か
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
何
ヵ
月
か
前
に
、
シ
ュ
ラ
ー
の

代
理
と
し
て
再
び
渡
欧
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
方
玄
次
郎
の
妹

で
あ
る
み
や
を
、
稲
積
家
の
破
産
と
没
落
、
さ
ら
に
父
と
兄
の
相
次
ぐ
死

と
い
う
悲
惨
な
運
命
が
襲
っ
た
。
し
か
し
、
亡
兄
に
対
す
る
恩
義
で
、
渥

美
が
み
や
母
娘
に
コ
ー
ヒ
ー
店
を
開
く
資
金
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
が
、

ち
も
と

そ
の
渥
美
の
不
在
中
、
二
番
番
頭
の
千
本
と
い
う
男
と
シ
ュ
ラ
ー
の
妾
お

塚
（
二
人
は
密
通
し
て
い
る
）
と
の
間
で
、
彼
を
陥
れ
る
計
画
が
進
め
ら

れ
て
い
る
ら
し
い
。
一
方
渥
美
は
ち
ょ
う
ど
日
本
に
向
か
っ
て
い
た
が
、

長
い
船
旅
の
間
に
同
船
者
の
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
の
娘
ル
シ
イ
・
ホ
ウ
ト

ン
と
気
持
ち
が
近
づ
き
か
け
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
の
乗
っ
た
船
は
イ
ン

ド
洋
上
で
暴
風
雨
に
遭
遇
し
難
破
、
乗
客
達
は
夜
の
嵐
の
海
に
投
げ
出
さ

れ
て
し
ま
う
。
一
方
、
日
本
で
千
本
ら
の
た
く
ら
み
を
探
っ
て
い
た
菱
野
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は
難
破
の
知
ら
せ
を
聞
き
、
み
や
母
娘
に
知
ら
せ
よ
う
と
急
ぐ
。
そ
の
途

上
で
彼
は
、
市
内
で
中
国
人
と
日
本
人
の
暴
動
事
件
が
あ
り
、
死
傷
者
が

多
数
出
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
く
。

作
品
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
構
想
の
半
分
に

も
達
し
て
い
な
い
う
ち
に
中
断
し
た
た
め
、
空
中
に
放
り
出
さ
れ
た
恰
好

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
散
在
し
、
読
み
に
く
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
こ
の
作
品
の
背
骨
に
あ
た
る
「
内
地
雑
居
論
」
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
稲
生
典
太
郎
は
、
「
こ
こ
に
「
内

地
雑
居
論
」
と
い
う
の
は
、
幕
末
よ
り
明
治
中
葉
ー
|
'
概
ね
明
治
三
十
二

年
の
所
謂
新
条
約
実
施
に
至
る
間
に
、
か
の
「
条
約
改
正
論
」
と
表
裏
一

体
を
な
し
て
論
ぜ
ら
れ
た
、
当
時
の
民
間
外
交
世
論
の
代
表
的
な
も
の
の

―
つ
の
謂
い
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
即
ち
内
地
雑
居
論

と
は
、
原
住
民
た
る
日
本
人
の
居
住
す
る
日
本
国
内
へ
、
外
国
人
が
渡
来

混
住
す
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
の
、
可
否
、
期
待
と
憂
慮
、
利
害
と
得
失
、

よ
り
身
近
か
に
言
え
ば
、
外
国
人
が
好
き
か
嫌
い
か
と
い
う
心
緒
に
つ
い

て
の
論
議
で
あ
る
」
と
そ
の
「
土
俗
的
な
本
音
の
民
族
感
情
論
」
の
側
面

を
指
摘
し
て
い
る
o

（注
10）

ま
た
、
山
脇
啓
造
は
、
「
条
約
改
正
で
対
等
条
約
を
実
現
す
る
結
果
と
し

て
、
条
約
国
人
に
内
地
を
解
放
す
る
問
題
は
、
一
八
七
九
年
に
就
任
し
た

井
上
馨
外
務
卿
に
よ
る
条
約
改
正
交
渉
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
、
八

0
年

代
以
降
国
民
全
体
を
巻
き
込
ん
だ
大
論
争
と
な
っ
た
。
当
初
雑
居
賛
成
論

が
優
勢
だ
っ
た
が
、
八

0
年
代
後
半
の
国
粋
主
義
的
機
運
の
中
、
反
対
論

が
台
頭
し
、
明
治
憲
法
下
の
初
期
議
会
で
激
し
い
論
争
と
な
っ
た
。
内
地

雑
居
を
「
大
日
本
帝
国
開
闘
以
来
、
未
曾
有
の
大
問
題
に
し
て
、
斯
の
機

は
則
、
皇
国
の
浮
沈
存
亡
に
関
す
る
空
前
絶
後
の
大
時
期
」
と
考
え
る
者

が
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
」
と
そ
の
論
調
の
推
移
を
ま
と
め
て
い
る
（
注
1
1
)
0

結
局
、
一
八
九
九
年
（
明
治
三
十
二
年
）
に
税
権
の
回
復
に
伴
い
居
留
地

制
度
は
撤
廃
さ
れ
、
「
内
地
雑
居
」
問
題
は
一
応
の
解
決
を
み
る
。

こ
こ
で
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
の
だ
が
、
論
争
は
大
き
く
攘
夷
の
流
れ

を
く
む
時
期
尚
早
派
と
、
新
時
代
の
開
明
を
目
指
す
賛
成
派
の
二
つ
の
流

れ
に
分
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
対
立
の
図
式
が
か
な
ら
ず
し
も
は
っ

き
り
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
横
山
源
之
助
の
よ
う
に
、
下

層
社
会
の
職
環
境
保
護
と
い
う
視
点
か
ら
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
者
も
い

た
。
福
沢
諭
吉
は
当
初
尚
早
論
を
唱
え
た
が
、
後
賛
成
派
に
転
じ
て
い
る
。

ま
た
、
「
日
本
民
族
」
を
ど
う
と
ら
え
る
か
で
論
の
展
開
の
方
向
も
変
わ

っ
て
き
た
。
こ
の
論
争
の
背
景
に
は
当
時
の
学
界
を
席
巻
し
た
ス
ペ
ン
サ

ー
の
社
会
進
化
論
お
よ
び
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
物
進
化
論
が
あ
る
。
ス
ペ
ン

サ
ー
は
自
身
こ
の
「
内
地
雑
居
」
に
関
し
て
忠
告
を
求
め
ら
れ
、
列
強
に

帝
国
主
義
的
侵
略
の
口
実
を
つ
く
る
き
っ
か
け
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、

避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
な
る
の
は
彼
の
人
種

観
で
あ
り
、
優
等
人
種
で
あ
る
欧
米
人
に
劣
等
人
種
で
あ
る
日
本
人
は
圧

倒
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
（
注
12)
。
内
地
雑
居
時
期
尚
早
派
陣

営
の
雄
、
官
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
エ
リ
ー
ト
井
上
哲
次
郎
は
、
ス
ペ
ン
サ

ー
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
理
論
を
引
証
し
な
が
ら
、
雑
居
反
対
の
立
場
を
と
る

自
説
を
展
開
し
て
い
く
。
劣
等
人
種
で
あ
る
日
本
人
の
独
立
を
守
る
に
は
、

優
等
人
種
の
混
入
を
避
け
、
自
国
の
領
土
内
の
み
で
富
国
強
兵
に
は
げ
む

べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
方
内
地
雑
居
賛
成
派
の
陣
営
で
は
、

た
と
え
ば
田
口
卯
吉
は
古
来
日
本
人
は
大
陸
か
ら
の
渡
来
人
た
ち
と
混
血

を
く
り
か
え
し
て
き
た
民
族
な
の
だ
か
ら
、
な
る
べ
く
多
く
の
血
を
入
れ

て
日
本
人
を
増
や
し
、
海
外
雄
飛
す
べ
き
だ
と
説
い
て
い
る
（
注
1
3)0
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こ
の
論
争
で
は
、
大
き
く
言
っ
て
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
土
地
の
問
題
。
外
国
人
に
不
動
産
所
有

を
許
す
の
か
ど
う
か
。
第
二
に
、
身
体
の
所
在
の
問
題
。
外
国
人
に
日
本

国
内
を
自
由
に
旅
行
さ
せ
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
。
第
三
に
、
経
済
の
問

題
。
外
国
人
に
制
限
な
し
で
商
業
活
動
を
さ
せ
て
も
か
ま
わ
な
い
の
か
。

第
四
に
、
血
の
問
題
。
外
国
人
と
日
本
人
の
婚
姻
は
ど
う
処
理
す
る
の
か
。

第
五
に
、
問
題
発
生
時
の
処
理
の
問
題
。
外
国
人
が
犯
罪
を
お
か
し
た
場

合
、
ど
の
国
の
法
律
を
適
用
す
る
の
か
。
こ
の
問
題
群
を
見
て
す
ぐ
に
気

が
付
く
の
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
血
、
土
、
所
有
と
権
利
な
ど
の
問
題

と
根
を
一
っ
に
す
る
も
の
が
非
常
に
多
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
レ
イ
シ
ズ
ム
は
表
裏
一
体
の
概
念
で
あ
り
、
同
一
性
を
求
め
る

力
は
必
然
的
に
異
質
な
も
の
を
排
除
し
て
い
く
方
向
を
と
る
だ
ろ
う
（
注
1
4
)
0

『
内
地
雑
居
未
来
之
夢
』
が
世
に
問
わ
れ
た
一
八
八
六
年
（
明
治
十
九

年
）
と
い
う
年
は
「
内
地
雑
居
論
」
が
大
き
く
転
換
す
る
時
期
に
あ
た
っ

て
い
た
。
稲
生
典
太
郎
に
よ
る
論
争
の
概
要
で
は
、
井
上
馨
が
外
務
卿
に

就
任
し
た
一
八
七
九
年
（
明
治
十
二
年
）
九
月
十
日
に
始
ま
り
、
一
八
八

七
年
（
明
治
二
十
年
）
九
月
十
七
日
の
井
上
の
外
務
大
臣
辞
職
ま
で
の
約

八
年
間
は
、
い
わ
ゆ
る
「
鹿
鳴
館
時
代
」
に
あ
た
り
、
条
約
改
正
事
業
と

一
方
で
欧
化
政
策
が
進
め
ら
れ
た
時
期
で
、
論
調
は
改
正
後
の
「
内
地
雑

居
」
を
歓
迎
す
る
も
の
が
大
勢
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
一
八
八
六
年
（
明

治
十
九
年
）
に
長
崎
事
件
、
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
な
ど
が
起
こ
る
に
つ

れ
、
世
論
も
変
わ
っ
て
く
る
。

明
治
十
九
年
八
月
十
三
日
に
は
長
崎
に
お
い
て
、
多
数
の
清
国
北

洋
艦
隊
の
水
兵
の
日
本
人
警
官
に
対
す
る
暴
行
事
件
が
勃
発
し
、
同

年
十
月
二
十
四
日
の
英
国
船
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
の
沈
没
に
よ
る
日
本

人
乗
客
二
十
数
名
の
溺
死
事
件
、
所
謂
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
も
明

る
み
に
出
て
、
国
民
感
情
は
逆
撫
で
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
甘
い
内
地

雑
居
許
容
論
な
ど
は
一
気
に
吹
き
と
ば
さ
れ
る
勢
い
と
な
っ
た
。
内

地
雑
居
論
が
色
あ
せ
た
と
見
る
間
に
、
ど
う
し
て
漏
洩
し
た
の
か
、

井
上
条
約
改
正
案
の
一
部
分
が
民
間
有
志
の
手
に
入
り
、
こ
れ
が
秘

密
出
版
物
の
形
で
何
種
類
も
ア
ン
グ
ラ
的
に
出
廻
り
、
特
に
井
上
案

の
裁
判
管
轄
問
題
か
ら
派
生
す
る
外
国
人
法
官
の
我
国
の
各
級
裁
判

所
へ
の
雇
傭
問
題
が
俄
然
論
議
の
焦
点
と
な
り
、
昨
日
ま
で
内
地
雑

居
を
期
待
乃
至
謳
歌
し
て
い
た
民
間
の
論
客
や
物
書
き
た
ち
は
、
一

斉
に
口
を
閉
じ
て
し
ま
う
。
（
注
15)

『
内
地
雑
居
未
来
之
夢
』
の
稿
が
起
こ
さ
れ
た
の
は
、
一
八
八
五
年
（
明

治
十
八
年
）
九
月
だ
と
い
う
（
注
16)
。
「
未
来
記
」
と
し
て
の
作
品
世
界
の
前

提
を
設
定
し
た
「
緒
言
」
か
ら
、
そ
の
〈
政
治
〉
的
立
場
が
窺
え
る
。

・
税
権
の
回
復
。

・
軽
罪
、
違
警
罪
は
日
本
の
裁
判
所
で
、
重
罪
は
そ
の
国
の
裁
判
所
で

裁
く
。

・
雑
居
地
を
三
府
七
港
（
従
来
の
五
港
に
下
関
、
敦
賀
を
足
す
）
に
区

域
を
決
め
て
設
け
る
。

・
雑
居
地
外
の
旅
行
、
通
商
は
許
可
、
た
だ
し
通
商
券
が
必
要
。

・
雑
居
地
外
で
は
、
不
動
産
所
有
お
よ
び
居
留
も
不
許
可
、
た
だ
し
雑

居
地
内
に
お
い
て
は
財
産
も
持
て
て
永
住
も
で
き
る
。

・
公
債
は
十
中
八
九
は
売
買
で
き
る
が
、
財
産
を
所
有
す
る
に
は
日
本
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ま
ず
目
に
付
く
の
は
、
「
支
那
人
」
（
現
在
は
「
中
国
人
」
と
呼
ぶ
の
が

適
当
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
作
品
表
記
に
従
っ
て
こ
の
呼
称
を
使
う
）
の

劣
悪
な
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ
う
。
作
中
い
た
る
と
こ
ろ
に
「
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
」

等
の
差
別
語
が
頻
出
し
、
個
人
レ
ベ
ル
で
は
潜
在
的
犯
罪
者
と
さ
れ
、
集

団
レ
ベ
ル
で
は
日
本
人
の
職
場
を
奪
う
も
の
と
し
て
、
憎
悪
と
軽
蔑
の
対

「
支
那
人
」
の
形
象

の
法
律
に
よ
る
。
（
以
上
、
引
用
者
が
ま
と
め
た
も
の
）

し
か
し
逍
逝
は
こ
の
後
の
「
附
言
」
で
、
「
萬
般
の
筋
す
べ
て
作
者
の
空

中
棲
憂
な
り
。
政
府
の
お
ぼ
し
め
し
を
推
測
し
た
る
に
も
あ
ら
ず
。
作
者

の
願
望
を
う
つ
し
た
る
に
も
あ
ら
ず
。
」
と
あ
ら
か
じ
め
予
防
線
を
張
っ
て

い
る
。
こ
れ
を
逍
遥
が
わ
れ
知
ら
ず
改
進
党
の
宣
伝
を
し
て
い
る
と
す
る

柳
田
泉
（
注
17)

に
対
し
、
和
田
繁
次
郎
は
、
当
時
の
条
約
改
正
交
渉
の
政
府
案

と
、
逍
遥
の
身
近
な
勢
力
で
あ
っ
た
改
進
党
の
ブ
レ
イ
ン
小
野
梓
の
条
約

改
正
に
関
す
る
見
解
を
折
衷
さ
せ
、
な
お
か
つ
逍
遥
自
身
の
論
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
注
1
8
)
0

し
か
し
、
こ
の
作
品
は
そ
う
い
っ
た
〈
政
治
〉
的
言
説
に
完
全
に
回
収

さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
従
来
の
「
政
治
小
説
」
と
こ
の
作
品
を

分
か
つ
も
の
は
、
〈
文
学
〉
の
自
律
性
を
あ
く
ま
で
も
追
求
し
よ
う
と
す
る

逍
遥
の
一
貫
し
た
姿
勢
だ
ろ
う
。
そ
の
固
執
が
作
品
設
定
と
の
内
的
矛
盾

を
徐
々
に
大
き
く
し
て
い
き
、
つ
い
に
は
中
断
と
い
う
事
態
を
招
い
た
の

ア

レ

ゴ

リ

イ

だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
寓
意
小
説
」
と
自
ら
銘
打
っ

た
こ
の
作
品
が
、
作
品
外
の
言
説
と
い
か
な
る
関
係
を
構
成
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
「
外
国
人
」
と
い
う
〈
他
者
〉
の
表
象
を
通
し
て
、

具
体
的
に
見
て
い
こ
う
と
思
う
。

象
と
さ
れ
て
い
る
。

潜
在
的
犯
罪
者
と
し
て
の
「
支
那
人
」
は
、
あ
ら
か
じ
め
悪
の
イ
メ
ー

ジ
を
付
与
さ
れ
て
登
場
し
て
く
る
。
例
え
ば
、
初
版
の
稲
野
年
恒
に
よ
る

口
絵
に
は
、
「
玩
淡
平
」
（
読
み
は
不
明
）
と
名
付
け
ら
れ
た
弁
髪
で
支
那

服
を
着
た
男
が
、
首
根
っ
こ
を
押
さ
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
ら

れ
る
（
図
一
参
照
）
。
こ
の
人
物
は
、
結
局
本
文
に
お
い
て
は
一
度
も
登
場

し
な
い
の
だ
が
、
日
本
人
に
比
べ
て
格
段
に
醜
く
描
か
れ
て
い
る
の
が
わ

か
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
口
絵
は
主
要
人
物
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構
成

し
て
い
る
か
を
、
構
図
に
よ
っ
て
物
語
っ
て
い
る
ら
し
い
。
四
人
の
人
物

が
激
し
く
ぶ
つ
か
り
あ
い
、
そ
の
闘
争
を
中
央
で
身
を
低
く
し
て
筆
を
持

ち
な
が
ら
傍
観
し
て
い
る
の
が
小
説
家
の
「
菱
野
詞
狂
」
で
あ
る
。
四
人

の
う
ち
、
「
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ュ
ー
ラ
」
は
左
の
「
阿
つ
か
」
の
胸
ぐ
ら
を
つ

か
み
、
さ
ら
に
足
を
大
き
く
蹴
り
上
げ
て
右
の
「
田
所
鼎
」
に
も
暴
力
を

ふ
る
っ
て
い
る
。
政
治
家
志
望
の
「
田
所
鼎
」
は
商
人
「
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ

ュ
ー
ラ
」
の
攻
撃
を
防
ぎ
な
が
ら
、
む
し
ろ
「
玩
淡
平
」
を
組
み
伏
せ
よ

う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
こ
か
ら
、
強
大
な
西
洋
の
力
ヘ
の
恐
怖
、
中

国
の
脅
威
と
そ
れ
に
対
す
る
反
感
、
そ
の
両
方
を
防
ぎ
か
ね
て
い
る
日
本

と
い
う
意
味
を
見
い
だ
す
の
は
た
や
す
い
。
弱
く
虐
げ
ら
れ
る
も
の
を
女

性
の
「
阿
つ
か
」
に
、
戦
う
も
の
を
男
性
の
「
田
所
鼎
」
に
表
象
さ
せ
て

い
る
の
は
、
伝
統
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
な
お
、
渥
美
恭
輔
（
「
渥
美
氏
恭
輔
」
）
は
ル
シ
イ
・
ホ
ウ
ト
ン

（
「
保
頓
氏
瑠
紫
」
）
と
共
に
、
そ
の
前
の
ペ
ー
ジ
に
独
立
し
て
描
か
れ
て

お
り
、
花
が
ち
り
ば
め
ら
れ
た
描
か
れ
方
か
ら
、
二
人
の
恋
愛
が
物
語
の

柱
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
こ
と
も
窺
え
る
（
図
二
参
照
）
。

お
そ
ら
く
逍
遥
の
当
初
の
腹
案
で
は
、
「
玩
淡
平
」
は
主
要
な
人
物
、
そ
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れ
も
悪
役
と
し
て
活
躍
す
る
べ
き
人
物
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
本
文
中
で
、
汽
車
に
桶
川
か
ら
乗
っ
て
き
た
「
支
那
人
」
は
、
「
年
齢

二
十
二
三
、
眼
鋭
く
色
白
く
、
鼻
筋
通
り
た
る
支
那
人
也
。
身
粧
も
何
処

と
な
う
卑
し
げ
な
れ
ば
、
上
等
室
は
其
分
に
非
ざ
る
や
う
な
り
。
殊
に
ジ

ひ

と

ピ

ッ

ク

ポ

ケ

ッ

ト

た

ぐ

ひ

ロ
ジ
ロ
と
他
を
見
る
は
、
巾
着
切
の
亜
流
に
あ
ら
ず
や
。
油
断
な
り
が
た

し
」
（
五
八
四
頁
。
以
下
本
文
引
用
の
後
の
数
字
は
、
『
逍
遥
選
集
別
冊

第
一
』
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
）
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
人
物

は
そ
の
後
作
品
の
中
で
｀
一
度
も
登
場
し
な
い
。
こ
れ
も
結
局
登
場
し
な
か

っ
た
「
玩
淡
平
」
と
関
連
す
る
重
要
な
人
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
汽
車
の
中
の
怪
し
い
（
と
あ
ら
か
じ
め
徴
づ
け
ら
れ
た
）
支
那
人
の
こ

と
が
頭
に
あ
っ
た
た
め
、
上
野
で
人
が
ぶ
つ
か
っ
て
き
た
と
き
に
、
菱
野

ち

ゃ

ん

／

＼

詞
狂
は
す
か
さ
ず
「
エ
イ
支
那
奴
め
」
と
叫
ん
だ
の
で
あ
る
。

「
支
那
人
」
に
対
す
る
脅
威
と
軽
蔑
の
念
は
、
当
時
民
間
で
は
広
く
共

有
さ
れ
て
い
た
（
注
19)
。
清
国
は
大
国
で
は
あ
る
が
近
代
化
の
面
で
は
日
本
に

遅
れ
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、
岩
倉
具
視
使
節
団
の
『
米
欧
回
覧

実
記
』
(
-
八
七
八
年
）
に
は
す
で
に
見
え
、
一
八
七
四
年
（
明
治
七
年
）

の
台
湾
出
兵
に
際
し
清
国
が
と
っ
た
宥
和
的
な
態
度
が
、
実
際
に
は
日
清

対
等
に
弱
体
で
あ
っ
た
軍
事
力
を
日
本
が
優
越
す
る
も
の
と
の
根
拠
を
与

え
た
。
そ
の
後
、
朝
鮮
の
領
有
権
と
利
権
を
め
ぐ
っ
て
、
清
国
と
日
本
と

は
に
ら
み
合
い
を
く
り
返
し
た
。
一
八
八

0
年
代
に
は
、
八
二
年
（
明
治

十
五
年
）
の
壬
午
事
変
、
八
四
年
（
明
治
十
七
年
）
の
甲
申
事
変
を
経
て
、

清
国
は
軍
事
力
に
お
い
て
は
日
本
の
ラ
イ
バ
ル
と
な
っ
た
が
、
近
代
化
の

面
で
は
勝
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、

一
八
八
五
年
（
明
治
十
八
年
）
に
は
定
遠
・
鎮
遠
と
い
う
当
時
最
大
級
の

軍
艦
が
清
国
に
配
備
さ
れ
、
日
清
間
の
海
軍
力
に
お
け
る
バ
ラ
ン
ス
は
圧

作
品
全
体
を
見
れ
ば
「
支
那
人
」
は
蔑
視
と
恐
怖
の
対
象
と
し
て
の
み

倒
的
に
清
国
に
有
利
な
状
況
に
な
り
、
日
本
側
の
危
機
意
識
が
強
ま
る
。

こ
こ
か
ら
日
本
は
清
国
を
「
近
代
化
し
た
強
国
と
し
て
評
価
す
る
よ
う
に

な
り
、
そ
れ
が
清
国
の
産
業
や
中
国
人
労
働
者
の
勤
勉
さ
に
対
す
る
評
価

や
恐
れ
に
も
つ
な
が
っ
て
い
」
（
注
20)

っ
た
。
日
清
戦
争
に
勝
っ
た
時
点
か
ら

中
国
人
蔑
視
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
政
府

及
び
民
間
の
対
清
国
認
識
が
、
作
品
内
で
は
ほ
ぽ
何
の
批
判
も
な
く
再
生

産
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
視
線
が
一
瞬
揺
ら
ぐ
と
こ
ろ
が
あ
る
。

最
終
章
で
は
、
「
支
那
人
」
と
「
日
本
人
」
が
人
力
車
で
「
英
人
」
の
客

の
取
り
合
い
を
し
た
あ
げ
く
、
つ
い
に
日
頃
の
双
方
の
敵
対
心
と
不
満
が

爆
発
し
て
、
多
数
の
死
傷
者
が
出
る
ほ
ど
の
暴
動
に
発
展
し
て
し
ま
う
。

ら

う

り

や

く

し

や

り

う

か

う

く

わ

い

元
来
支
那
人
の
労
力
者
流
は
最
も
狡
猶
に
て
貪
欲
な
る
ゆ
ゑ
、
（
中

す

べ

り

き

え

き

ひ

た

す

ら

せ

ん

せ

ん

略
）
総
て
の
力
役
に
争
う
て
従
事
し
、
只
管
其
利
得
を
専
占
せ
ん
と

す
で

試
み
、
日
本
の
労
力
者
を
圧
倒
せ
ん
と
す
る
に
ぞ
、
已
に
―
二
年
以

こ

ろ

に

く

前
の
比
よ
り
、
日
本
の
力
役
者
は
支
那
人
を
敵
視
し
、
之
を
悪
む
こ

さ
ん
じ
ょ

と
甚
し
け
れ
ど
、
さ
り
と
て
奮
励
し
て
弊
習
を
剛
除
し
、
み
づ
か
ら

し
じ
ゃ
う

改
良
し
て
市
場
に
立
ち
い
で
、
自
然
の
勝
敗
を
決
せ
む
と
は
思
は
ず
、

ゃ
A

う

ら

み

や

動
も
す
れ
ば
腕
力
に
訴
へ
、
之
を
凌
辱
し
て
怨
を
遣
ら
む
、
と
最
も

あ

さ

は

か

い

だ

ま

ち

い

浅
墓
な
る
思
想
を
抱
き
て
、
常
に
其
機
会
を
侯
居
た
る
に
、
支
那
人

ゎ

ど

ふ

け

い

き

ご

み

も
ま
た
彼
等
を
憎
み
て
、
倭
奴
不
敬
な
り
、
と
い
ふ
気
込
に
て
、
お

ざ
ん
ぼ
う

な
じ
く
軽
蔑
す
る
心
あ
る
ゆ
ゑ
、
し
ば
し
ば
豚
の
尾
と
識
謗
さ
れ
、

も

し

き

＞

い

か

お

ほ

か

た

若
く
は
チ
ャ
ン
／
＼
と
罵
ら
る
A

を
聞
て
、
之
を
憤
る
こ
と
大
方
な

ら
ず
。
（
『
選
集
』
七
一
八
ー
七
一
九
頁
）
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描
写
さ
れ
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
ま
な
ざ
し
を
受
け
る
一
方
の
〈
他
者
〉
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
箇
所
で
は
、
蔑
視
・
差
別
さ
れ
る
側
の

「
支
那
人
」
の
怒
り
が
叙
述
さ
れ
、
一
瞬
〈
か
れ
ら
〉
の
側
か
ら
の
視
点

が
示
さ
れ
る
。
〈
他
者
〉
た
ち
が
蜂
起
し
始
め
た
場
面
で
こ
の
作
品
が
中
断

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
。

こ
の
部
分
を
除
い
て
、
作
中
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
狡
猾

で
な
り
ふ
り
構
わ
ず
働
き
、
道
徳
や
生
活
の
規
範
が
低
い
と
い
っ
た
支
那

人
像
で
あ
る
。
こ
れ
は
出
稼
ぎ
の
外
国
人
に
抱
く
現
在
の
日
本
人
の
イ
メ

ー
ジ
と
よ
く
似
て
い
る
。
民
間
の
み
な
ら
ず
、
政
治
家
の
会
話
の
中
に
次

の
よ
う
な
偏
見
に
満
ち
た
表
現
も
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

と
か
く

「
（
響
山
と
い
う
相
撲
取
り
に
つ
い
て
：
引
用
者
注
）
兎
角
陰
険
な
手

を
用
ひ
て
な
。
ま
る
で
支
那
人
の
商
法
の
や
う
で
な
。
…
（
中
略
）

へ
い
し
ふ

…
実
に
困
る
テ
、
支
那
人
の
弊
習
は
。
…
…
第
一
徳
義
上
に
影
響
す

る
か
ら
。
…
…
職
工
社
会
な
ぞ
は
此
六
七
年
以
来
、
ず
ッ
と

モ
ー
ラ
ル
•
ス
タ
ン
ダ
ア
ド

徳
義
の
標
準
が
下
が
っ
た
や
う
ぢ
ゃ
。
」
「
イ
ヤ
実
に
甚
し
い
事
で
す
、

さ

う

ば

ん

い

け

ま

早
晩
放
逐
論
を
…
…
米
国
の
二
の
舞
を
是
非
や
ら
な
け
り
ゃ
ア
不
可

う

ち

そ

こ

な

ほ

か

す
ま
い
ヨ
。
内
、
徳
義
を
残
ひ
、
外
、
経
済
を
害
し
ま
す
か
ら
。
」
「
イ

う

る

さ

い

ヤ
ど
う
も
支
那
人
は
五
月
蠅
奴
ぢ
ゃ
。
ま
る
で
夏
の
夜
の
「
の
み
」

と
蚊
ぢ
ゃ
。
内
と
外
か
ら
攻
め
よ
っ
て
、
ぼ
ん
や
り
と
眠
む
ッ
ち
ょ

か

う

け

つ

く

ら

る
日
本
の
膏
血
を
喰
ひ
を
る
か
ら
、
ハ
ッ
ハ
。
」
（
『
選
集
』
六
七
―
|

六
七
二
頁
）

「
米
国
の
二
の
舞
」
と
い
う
の
は
、
一
八
八
二
年
に
ア
メ
リ
カ
で
施
行

さ
れ
た
中
国
人
労
働
者
排
斥
法
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
八
四

0

年
代
か
ら
中
国
人
の
海
外
移
住
は
本
格
化
す
る
が
、
こ
れ
に
は
一
八
三
三

年
に
イ
ギ
リ
ス
に
始
ま
っ
た
奴
隷
制
廃
止
に
よ
る
低
賃
金
労
働
者
の
需
要

の
増
加
が
あ
っ
た
。
中
国
政
府
は
労
働
者
を
「
華
エ
」
と
し
て
そ
の
海
外

移
住
を
正
式
に
認
め
る
が
、
受
け
入
れ
側
の
各
国
で
は
、
一
八
五
五
年
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
、
七
五
年
に
ハ
ワ
イ
で
、
八
一
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
で
、
八
二
年
に
米
国
で
、
八
六
年
に
カ
ナ
ダ
で
中
国
人
労
働
者
排
斥

法
が
施
行
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
七

0
年
代
以
降
、
中
国
人
労
働
者
受
け

入
れ
の
中
心
は
、
新
大
陸
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
ヘ
と
移
っ
た
と
い
う
。
こ
う

い
っ
た
各
国
の
対
応
は
、
日
本
で
の
中
国
人
観
に
も
大
き
く
影
響
し
た
（
注
2
1
)
0

増
え
続
け
る
労
働
力
と
し
て
の
〈
か
れ
ら
〉
は
、
個
々
の
顔
が
は
っ
き

り
し
な
い
が
た
め
に
よ
り
恐
怖
を
増
幅
さ
せ
る
。
一
八
七
五
年
（
明
治
八

年
）
に
三
菱
商
会
に
よ
っ
て
横
浜
・
上
海
航
路
が
開
設
さ
れ
、
以
後
三
江

地
方
（
揚
子
江
流
域
の
江
蘇
、
江
西
、
安
徽
の
こ
と
）
か
ら
の
多
数
の
中

国
人
が
来
日
し
、
中
国
人
人
口
が
急
増
す
る
。
内
閣
統
計
局
に
よ
る
『
日

本
帝
国
統
計
年
鑑
』
に
よ
る
と
、
『
内
地
雑
居
未
来
之
夢
』
が
書
か
れ
た
一

八
八
五
年
（
明
治
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
付
）
に
は
、
在
日
外
国
人
の

総
数
六
八

0
七
人
の
内
、
中
国
人
は
四

0
七
一
人
を
占
め
て
い
る
o

（注
22
）し

か
し
、
欧
米
人
に
は
七
四
年
（
明
治
七
年
）
に
認
め
ら
れ
て
い
た
国
内
旅

行
が
、
中
国
人
に
は
八
六
年
ま
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
な
ど
、
差
別
待
遇
が

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
注
23)

ま
た
、
一
八
八
五
年
（
明
治
十
八
年
）
を
境
に
、
清
国
の
軍
事
力
の
優

越
を
意
識
し
列
強
と
共
に
日
本
を
抑
え
込
み
に
か
か
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
か
と
意
識
し
始
め
て
い
た
矢
先
の
、
一
八
八
六
年
八
月
に
長
崎
に
入
港

し
た
軍
艦
の
将
兵
が
、
飲
酒
の
う
え
日
本
の
警
官
・
民
間
人
と
乱
闘
し
、

双
方
に
死
傷
者
を
出
し
た
い
わ
ゆ
る
長
崎
事
件
は
、
民
間
レ
ベ
ル
で
の
中
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国
人
へ
の
脅
威
の
イ
メ
ー
ジ
を
増
幅
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な

お
こ
の
日
清
両
国
の
労
働
者
に
よ
る
暴
動
場
面
を
含
む
『
内
地
雑
居
未
来

之
夢
』
の
最
終
冊
は
事
件
の
約
ニ
ヶ
月
後
に
あ
た
る
同
年
十
月
に
発
行
さ

れ
て
い
る
。

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
〈
か
れ
ら
〉
の
姿
を
描
写
し
て
い
く
過
程
で
、

必
然
的
に
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
像
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
第
十
章
で
は
あ
る
政
治
家
の
演
説
の
傍
聴
記
と
い
う
形
で

こ
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
日
本
人
」
労
働
者
が
「
支
那
人
」

に
圧
迫
さ
れ
て
い
る
理
由
が
、
箇
条
書
き
に
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、

以
下
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。

（
第
一
）

（
第
二
）

（
第
三
）

（
第
四
）

万
事
に
綿
密
を
欠
く
が
故
な

さ
せ
う

忍
耐
に
乏
し
く
し
て
、
些
少
の
凌
辱
を
忍
び
得
ざ
る
が
故
な

゜
り

や
と
ひ
に
ん

日
本
人
民
た
る
の
資
格
と
、
雇
人
た
る
の
資
格
と
を
弁
別
す

わ
う
／
＼
ぐ
わ
い
じ
ん
せ
ん
べ
つ

る
能
は
ず
。
生
中
に
見
識
ぶ
り
て
、
往
々
外
人
を
賤
蔑
す
る

が
故
な
り
。

生
意
気
と
小
才
覚
に
失
し
て
、
雇
主
の
命
令
を
厳
守
せ
ざ
る

が
故
な
り
。

時
間
の
約
束
を
始
め
と
し
て
、

゜
り

（
第
五
）
利
を
得
る
に
綿
密
な
ら
ざ
る
故
な
り
。
例
へ
ば
一
銭
二
銭
を

な
ほ
か
つ
、
、

争
ふ
べ
き
境
遇
に
あ
り
て
、
尚
且
五
厘
を
軽
蔑
な
し
、
二
銭

お

う

め

い

じ

ぜ

つ

賜
は
ら
ば
応
命
せ
ん
。
一
銭
五
厘
な
ら
ば
辞
絶
せ
ん
な
ど
と
、

つ
ま
ら
ぬ
場
合
に
士
族
肌
を
現
は
し
、
党
に
ア
ブ
も
蜂
も
失

ふ
が
故
な
り
。

（
第
六
）

た

ゞ

が

う

遠
慮
先
見
に
乏
し
く
し
て
、
手
よ
り
直
ち
に
口
に
運
び
、
竃

も
貯
蓄
と
い
ふ
事
を
な
さ
ゞ
る
が
故
な
り
。

こ

A

か

い

り

つ

ぴ

り

こ

れ

（
第
七
）
箇
々
介
立
し
て
微
利
是
争
ひ
、
一
致
団
結
し
て
支
那
人
と
競

し
か
(

は
ざ
る
が
故
な
り
云
々
。
（
『
選
集
』
六
五
六
ー
六
五
七
頁
）

こ
こ
で
は
、
今
ま
で
競
争
原
理
に
さ
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
故
か
、

プ
ラ
イ
ド
が
高
く
、
そ
の
わ
り
に
は
勤
勉
さ
や
堅
実
さ
に
欠
け
、
自
分
の

置
か
れ
て
い
る
位
置
が
把
握
で
き
て
い
な
い
た
め
に
団
結
し
よ
う
と
す
る

意
志
も
な
い
、
「
日
本
人
」
の
労
働
者
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
の
姿
に

対
置
さ
れ
る
「
支
那
人
」
は
商
オ
に
長
け
、
か
つ
勤
勉
さ
が
あ
り
、
仲
間

同
士
の
結
託
意
識
が
強
い
。
こ
こ
に
、
他
者
像
の
形
成
に
と
も
な
う
自
己

像
の
生
起
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
「
朝
鮮
人
」
に
対
す
る
言
及
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
問
題
や
、

イ
ギ
リ
ス
人
・
フ
ラ
ン
ス
人
等
の
白
人
に
対
す
る
視
線
の
差
異
な
ど
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
言
説
と
関
連
さ
せ
て
考
察
す
べ
き
点
は
多
々
あ
る
が
、

枚
数
の
関
係
で
別
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
。

中
断
の
意
味

す
で
に
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
『
内
地
雑
居
未
来
之
夢
』
は
結
局
半
ば
で
中

断
し
て
し
ま
っ
た
。
当
時
の
文
学
界
に
絶
大
な
影
響
を
持
っ
た
逍
遥
の
発

表
す
る
作
品
は
、
一
作
ご
と
に
注
目
を
浴
び
て
い
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
構

想
の
大
き
な
作
品
の
中
断
を
惜
し
む
者
も
多
か
っ
た
ら
し
く
、
代
表
的
な

も
の
で
は
一
八
八
六
年
（
明
治
十
九
年
）
十
二
月
二
十
五
日
付
の
『
読
売

新
聞
』
紙
上
で
、
漣
山
人
（
巖
谷
小
波
）
が
「
敢
て
春
の
舎
の
御
主
人
に

た
た叩

く
」
と
題
し
て
中
断
の
真
意
を
問
う
て
い
る
。
逍
遥
は
こ
れ
に
応
え
て
、

-30-



第
一
、

未
来
の
夢
は
拙
作
中
の
拙
作
な
り
と
信
ず
る
故
に
、
我
国
の
小

説
壇
を
汚
す
者
な
り
と
自
信
し
た
る
事

第
二
、
三
千
七
百
萬
人
中
の
一
人
位
は
或
ひ
は
拙
作
を
拙
作
な
り
と
認

ま
な
こ

む
る
の
眼
な
く
し
て
、
之
を
真
似
た
ま
ふ
人
あ
る
や
も
し
れ
ず
。

現
に
、
書
生
か
た
ぎ
妹
背
鏡
の
如
き
拙
作
を
真
似
し
て
綴
ら
れ

た
る
原
稿
を
見
た
る
事
あ
り
。
斯
く
て
は
我
国
の
小
説
の
前
途

か
も

に
、
如
何
な
る
大
弊
を
醸
す
や
も
し
れ
ず
と
心
配
い
た
し
た
る

事

も

し

う

つ

第
三
、
真
の
小
説
は
現
在
若
く
は
過
去
を
寓
す
に
止
ま
る
べ
し
。
将
来

は

い

し

か

し

ん

め

ん

も

く

の
事
を
小
説
に
綴
る
は
決
し
て
稗
史
家
の
真
面
目
に
非
ず
（
此

ざ

う

だ

ん

ら

ん

か

や

う

く

わ

っ

ぜ

ん

理
は
近
日
雑
讀
欄
内
に
て
御
意
得
ま
せ
う
）
、
と
斯
様
に
諮
然
と

ひ
そ

悟
り
た
る
に
因
り
、
窃
か
に
後
悔
を
感
じ
た
る
事

ぃ
ゃ
だ

第
四
、
ア
ヽ
可
厭
と
感
じ
た
る
事
（
此
原
因
は
色
々
あ
り
先
日
も
一
寸

つ
も

申
し
た
積
り
）

う

ま

う

ぬ

ぼ

第
五
、
ナ
ン
ト
旨
か
ら
う
と
自
惚
れ
て
書
い
て
も
、
大
概
に
マ
ズ
イ
が

い

や

だ

だ

め

文
章
の
常
な
り
。
ま
し
て
や
可
厭
と
思
っ
て
は
無
要
な
り
と
存

じ
た
る
事
（
注
24)

（
句
読
点
や
旧
漢
字
な
ど
適
宜
引
用
者
が
改
訂
）

こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
第
二
の
理
由
に
見
え
か
く
れ
す
る
、
先
駆

者
と
し
て
の
自
負
と
、
第
三
の
理
由
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
、
「
未
来
記
」
と

い
う
形
態
に
対
す
る
危
機
感
で
あ
ろ
う
。

逍
遥
は
こ
の
ニ
ヶ
月
後
に
同
紙
上
で
「
未
来
記
に
類
す
る
小
説
」
と
し

翌
年
の
四
月
一
一
日
付
の
同
新
聞
紙
上
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

て
、
「
未
来
記
」
小
説
論
を
展
開
し
て
い
る
（
注
25)
。
こ
の
論
の
中
で
逍
遥
は

自
分
の
論
の
基
礎
を
「
美
術
は
（
逍
遥
は
「
芸
術
一
般
」
と
ほ
ぽ
同
じ
意

味
で
使
っ
て
い
る
二
引
用
者
注
）
感
情
を
以
て
真
理
を
感
得
す
」
と
い
う

認
識
に
お
い
て
お
り
、
理
性
に
よ
る
認
識
を
「
哲
学
」
で
あ
る
と
し
て
小

説
を
含
む
「
美
術
」
と
分
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
未
来
記
」
は
「
理

屈
を
画
を
以
て
示
し
」
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
「
直
接
観
察
を
根
本
と
し
て
真

の
妙
想
を
寓
す
と
い
ふ
美
術
に
違
背
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
観
察
」

に
理
念
が
先
立
つ
よ
う
な
小
説
の
あ
り
方
に
、
強
い
危
機
感
を
持
っ
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

せ
う
せ
つ

し
か
し
、
こ
の
作
品
は
当
初
か
ら
「
本
書
は
も
と
純
粋
の
小
説
と
は
異

ノ

ベ

ル

ア

レ

ゴ

リ

イ

な
り
、
小
説
と
い
は
む
よ
り
は
、
寧
ろ
寓
意
小
説
と
も
い
ふ
べ
き
者
な
り
」

と
断
わ
り
を
入
れ
て
開
始
さ
れ
た
は
ず
の
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
『
小
説

神
髄
』
で
は
「
寓
意
小
説
」
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
フ
ェ
ア
リ
ー
・
ク
イ
ー

ン』

(
E
d
m
u
n
d
S
p
e
n
s
e
r
,
 
T
h
e
 F
a
e
r
i
e
 
Q
u
e
e
n
e
,
 1
5
9
0
-
9
6
)

や
バ
ニ

ヤ
ン
の
『
天
路
歴
程
』

(
J
o
h
n
B
u
n
y
a
n
,
 
Pilgn・m's 
Progress, 1
6
7
8
,
 

1
6
8
4
)

の
例
を
挙
げ
、
「
単
純
な
る
寓
言
の
書
（
フ
ヘ
イ
ブ
ル
）
の
次
第
に

進
化
し
変
遷
し
て
発
達
し
た
る
物
」
と
評
価
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
『
八
犬
伝
』
を
そ
こ
に
位
置
づ
け
た
「
勧
懲
小
説
」
と
は
区
別
し
、

「
寓
意
小
説
は
勧
懲
を
も
て
主
眼
と
な
し
、
物
語
を
も
て
方
便
と
せ
り
。

し
か
る
に
、
勧
懲
小
説
は
物
語
を
も
て
本
尊
と
し
、
勧
懲
を
も
て
粧
飾
と

せ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
逍
遥
も
こ
の
時
期
の
知
識
人
の
例
に
も
れ
ず
、

ス
ペ
ン
サ
ー
流
の
社
会
進
化
論
の
影
響
か
ら
か
、
「
未
開
蒙
昧
の
世
」
か
ら

「
開
明
の
世
」
に
「
人
情
」
も
「
進
化
」
す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
小
説
も
「
奇
異
諏
」
か
ら
「
ロ
ー
マ
ン
ス
」
へ
、

さ
ら
に
「
真
の
小
説
稗
史
（
ノ
ベ
ル
）
」
へ
と
、
ま
た
「
フ
ヘ
イ
ブ
ル
」
か
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ら
「
寓
意
小
説
」
へ
と
発
達
進
化
し
て
い
く
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
逍
遥

は
『
小
説
神
髄
』
の
時
点
で
は
社
会
風
刺
の
手
段
と
し
て
の
「
寓
意
小
説
」

に
価
値
を
見
出
し
て
い
る
の
だ
。
執
筆
時
の
民
間
世
論
の
最
大
の
話
題
「
内

地
雑
居
論
」
を
取
り
込
も
う
と
し
た
『
内
地
雑
居
未
来
之
夢
』
は
、
「
寓
意

小
説
」
と
し
て
の
「
未
来
記
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
、
彼
が
牽
引
し
て
い

る
日
本
近
代
文
学
界
に
確
立
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

「
未
来
記
」
は
政
治
小
説
で
は
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
た
ス
タ
イ
ル
で
、

政
治
的
主
張
と
現
政
権
批
判
の
た
め
に
舞
台
を
未
来
に
移
し
て
―
つ
の
社

会
モ
デ
ル
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
理
念
が
先
行
す
る
の
は

必
然
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
十
年
後
（
一
八
九

0
年
、
明
治
二
十
三
年
）

と
い
う
時
間
を
切
っ
て
政
府
が
国
会
開
設
を
約
束
し
た
一
八
八
一
年
（
明

治
十
四
年
）
の
事
実
に
大
き
く
負
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
、
未

来
の
約
束
に
向
か
っ
て
進
む
現
在
と
い
う
時
間
認
識
が
生
ま
れ
、
「
未
来
記
」

小
説
を
数
多
く
誕
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
逍
遥
が
「
未
来
を
書
く
」
と
い

う
行
為
の
持
つ
陥
穿
に
遅
ま
き
な
が
ら
気
付
い
た
時
に
は
、
小
説
は
半
ば

ま
で
進
ん
で
い
た
。
し
か
も
、
単
な
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
た
は
ず
の
人

物
た
ち
は
、
あ
ま
り
に
も
多
く
を
自
律
的
に
語
り
す
ぎ
て
い
る
（
「
小
説
家
」

た
る
菱
野
詞
狂
の
内
的
独
白
の
多
さ
を
見
よ
）
。

さ
ら
に
、
逍
遥
自
身
も
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
が
、
「
外
国
人
」
と
い
う

〈
他
者
〉
を
ど
う
描
く
か
と
い
う
も
う
―
つ
の
陥
穿
も
こ
の
作
品
は
抱
え

込
ん
で
い
た
。
「
支
那
人
」
の
表
象
で
見
ら
れ
た
通
り
、
同
時
代
の
言
説
を

こ
の
作
品
は
忠
実
に
再
生
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
当
時
、
「
外
国
人
」
を
ど

う
扱
う
の
が
正
当
な
の
か
が
、
逍
遥
の
み
な
ら
ず
作
品
外
の
世
論
に
お
い

て
も
結
論
が
出
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
い
ま
や
作
品
内
の
〈
他
者
〉
た

（注）
1

「
内
地
雑
居
論
」
の
主
要
な
論
文
を
集
め
た
も
の
に
、
稲
生
典
太
郎
編
の
『
内
地
雑

居
論
資
料
集
成
」
（
明
治
百
年
史
叢
書
、
原
書
房
、
一
九
九
二
年
）
全
六
巻
が
出
て
い

る
。
小
熊
英
二
の
『
単
一
民
族
神
話
の
起
源
』
（
柏
書
房
、
一
九
九
四
年
）
で
も
、
日

本
民
族
の
概
念
が
形
成
さ
れ
て
い
く
初
期
の
基
礎
を
こ
の
「
内
地
雑
居
論
」
に
お
い

て
い
る
。
ま
た
、
近
年
の
外
国
人
定
住
労
働
者
の
増
加
に
伴
い
、
外
国
人
と
の
共
生

と
の
視
点
か
ら
、
社
会
学
の
方
面
の
研
究
も
増
え
て
い
る
。
梶
田
孝
道
編
『
国
際
社

会
学
ー
ー
＇
国
家
を
超
え
る
現
象
を
ど
う
と
ら
え
る
か
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九

九
五
年
）
や
伊
豫
谷
登
士
翁
・
杉
原
達
編
『
講
座
外
国
人
定
住
問
題
第
1
巻

日

本
社
会
と
移
民
』
（
明
石
書
店
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
。

稲
生
典
太
郎
「
解
説
ー
「
内
地
雑
居
論
の
消
長
と
そ
の
資
料
」
（
『
内
地
雑
居
論
資
料

集
成
1
』
明
治
百
年
史
叢
書
、
原
書
房
、
一
九
九
二
年
）
八
頁
。

柄
谷
行
人
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
文
学
」
（
「
文
学
界
』
四
十
五
号
、
一
九
九

一
年
一
月
）
。
後
に
『
〈
戦
前
〉
の
思
考
』
(
-
九
九
四
年
、
文
芸
春
秋
社
）
に
改
稿
、

所
収
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
認
識
は
B
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
を
ふ
ま
え
た
上
の
も
の
で
あ
る
。

3
 

2
 

ち
は
自
分
の
言
葉
を
持
ち
始
め
つ
つ
あ
る
。
暴
動
の
場
面
で
中
断
さ
れ
た

の
は
、
〈
他
者
〉
消
滅
後
の
世
界
を
描
き
き
る
用
意
が
逍
遥
の
側
に
無
か
っ

た
か
ら
と
言
え
よ
う
。

逍
遥
が
〈
近
代
文
学
〉
の
形
を
考
察
し
は
じ
め
た
時
期
は
、
江
戸
期
か

ら
の
戯
作
と
、
「
翻
訳
小
説
」
を
含
め
た
「
政
治
小
説
」
の
全
盛
期
で
あ
っ

た
。
男
女
関
係
の
み
を
自
動
化
し
た
記
述
で
く
り
か
え
す
器
か
ら
も
、
〈
政

治
〉
と
い
う
理
念
を
た
だ
盛
る
た
め
だ
け
の
器
か
ら
も
、
逍
遥
は
可
能
な

か
ぎ
り
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
、
「
開
明
進
化
」
し
た
新
生
国
家
の
国
民
に
ふ
さ

わ
し
い
、
発
達
し
た
「
人
情
」
を
写
し
取
る
〈
文
学
〉
の
成
立
を
目
指
し

て
い
た
。
し
か
し
、
「
寓
意
小
説
」
と
い
う
形
で
〈
政
治
〉
を
〈
文
学
〉
と

融
合
し
よ
う
と
し
た
試
み
に
お
い
て
、
未
だ
熟
し
て
い
な
か
っ
た
時
間
認

識
と
〈
他
者
〉
認
識
が
蹟
き
の
石
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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14 13 12 11 10 9 8
 

7
 

6
 

5
 

4
 
柳
田
泉
『
明
治
文
学
研
究

八
年
）
四
五
頁
。

『
逍
遥
選
集
別
冊
第
一
』
（
逍
遥
協
会
編
、
第
一
書
房
、
一
九
七
七
年
）
所
収
。
本

文
引
用
部
分
の
後
の
数
字
は
こ
の
『
選
集
』
の
ペ
ー
ジ
数
を
記
し
た
も
の
。

「
内
地
雑
居
も
の
」
は
「
未
来
記
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
と
結
び
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
出

た
ら
し
い
。
現
在
手
に
す
る
の
は
困
難
な
も
の
が
多
い
が
、
主
要
作
品
を
記
し
て
お

く
。
菊
池
信
太
郎
『
時
勢
走
馬
燈
』
(
-
八
八
七
年
（
明
治
二
十
年
）
三
月
）
、
吸
霞

仙
史
「
内
地
雑
居
街
噂
』
（
明
治
二
十
年
五
月
）
、
牛
山
良
介
『
社
会
小
説
日
本
之
未

来
』
(
-
八
八
七
年
（
明
治
二
十
年
）
五
月
）
、
夢
遊
居
士
『
内
地
雑
居
東
京
未
来
繁

盛
記
』
（
明
治
二
十
年
三
月
）
、
松
永
道
一
『
内
地
雑
居
経
済
未
来
記
』
(
-
八
八
七
年

（
明
治
二
十
年
）
五
月
）
な
ど
。

『
営
世
書
生
氣
質
』
(
-
八
八
五
＼
六
年
）
、
『
妹
と
背
か
ゞ
み
』
(
-
八
八
五
＼
六
年
）
、

『
京
わ
ら
ん
べ
』
(
-
八
八
六
）
な
ど
。

神
代
種
亮
稿
・
坪
内
逍
遥
補
「
内
地
雑
居
未
来
の
夢
解
題
」
（
『
内
地
雑
居
未
来
之
夢
』

福
氷
書
店
、
一
九
二
六
年
（
大
正
十
五
年
）
）
に
、
「
（
作
者
直
話
）
」
と
し
て
記
載
さ

れ
て
い
る
。

柳
田
泉
、
前
掲
書
、
四
十
五
頁
。

稲
生
典
太
郎
、
前
掲
書
、
三
頁
。

山
脇
啓
造
「
も
う
―
つ
の
開
国
ー
明
治
日
本
と
外
国
人
」
（
伊
豫
谷
登
士
翁
・
杉
原
達

編
『
講
座
外
国
人
定
住
問
題
第
1
巻
日
本
社
会
と
移
民
』
、
明
石
書
店
、
一
九
九

六
年
）
六
十
五
頁
。

鵜
浦
裕
「
進
化
論
と
内
地
雑
居
論
ー
進
化
論
受
容
の
一
側
面
」
（
『
北
里
大
学
教
養
部

紀
要
」
二
十
二
号
、
一
九
八
八
年
）

小
熊
英
二
、
前
掲
書
、
三
三
ー
四
八
頁
。

笠
間
千
浪
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
レ
イ
シ
ズ
ム
の
交
錯
ー
《
ネ
ー
シ
ョ
ン
1
1

ス
テ
イ

卜
》
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
と
現
実
」
（
梶
田
孝
道
編
「
国
際
社
会
学
」
注
1
参
照
）
に
、

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
レ
イ
シ
ズ
ム
の
接
合
、
あ
る
い
は
機
能
的
類
似
は
、
両
者
と

も
《
他
者
》
と
の
関
係
で
つ
く
り
だ
さ
れ
る
自
己
と
他
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
用
す

る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
「
人
種
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
自
己
《
わ

れ
わ
れ
》
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
同
時
に
他
者
〈
か
れ
ら
》
を
規
定
す
る
。
つ
ま

り
‘
―
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
包
摂
と
排
除
の
両
方
の
基
準
と
な
る
。
」
と
い
う
認
識
が

第
9
巻

政
治
小
説
研
究

中
巻
』
（
春
秋
社
、
一
九
六

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 

さ
い
と
う

示
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
例
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
論
も
こ
の
理
解
を
共
有
す
る

も
の
で
あ
る
。

稲
生
典
太
郎
、
前
掲
書
、
十
頁
。

和
田
繁
二
郎
『
近
代
文
学
創
世
期
の
研
究
ー
~
リ
ア
リ
ズ
ム
の
生
成
ー
」
（
桜
楓
社
、

一
九
七
三
年
）
四
六
五
頁
。

柳
田
泉
、
前
掲
書
、
四
六
頁
。

和
田
繁
二
郎
、
前
掲
書
、
四
六
六
頁
。

岡
義
武
「
条
約
改
正
論
議
に
現
わ
れ
た
当
時
の
対
外
意
識
（
ニ
・
完
）
」
（
『
国
家
学
会

雑
誌
』
第
六
十
七
巻
、
一
九
五
三
年
）

伊
藤
之
雄
「
日
清
戦
前
の
中
国
・
朝
鮮
認
識
の
形
成
と
外
交
論
」
（
古
屋
哲
夫
編
『
近

代
日
本
の
ア
ジ
ア
認
識
』
緑
陰
書
房
、
一
九
九
六
年
所
収
）
一
五
八
頁
。

山
脇
啓
造
、
前
掲
論
文
、
六
九
ー
七

0
頁。

内
閣
統
計
局
編
『
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
復
刻
版
第
6
回
』
（
東
京
リ
プ
リ
ン
ト
出

版
社
、
一
九
六
三
年
）
六
ニ
ー
六
三
頁
。

山
脇
啓
造
、
前
掲
論
文
、
五
九
頁
。

春
の
や
主
人
「
貴
重
な
る
新
聞
紙
を
借
用
し
て
」
『
読
売
新
聞
」
一
八
八
七
年
四
月
二

日。逍
遥
遊
人
「
未
来
記
に
類
せ
る
小
説
（
第
一
）
」
『
読
売
新
聞
」
一
八
八
七
年
六
月
十

四
日
、
「
未
来
記
に
類
せ
る
小
説
（
第
二
）
」
『
読
売
新
聞
』
一
八
八
七
年
六
月
十
五
日
。

あ
い
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程

文
芸
・
言
語
研
究
科
比
較
文
学
）
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図

※
図
版
は
『
内
地
雑
居
未
来
之
夢
』
（
福
永
書
店
、
一
九
二
六
年
（
大
正
十

五
年
）
）
よ
り
。
こ
れ
は
、
初
版
に
あ
た
る
分
冊
の
第
一
冊
目
に
口
絵
と

し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
冊
子
体
に
ま
と
め
る
際
再
収
録
し
た
も
の
。

三
康
図
書
館
所
蔵
。

図
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